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令和元年度第２回吹田市土壌・地下水汚染浄化対策等専門家会議 

会議録 

 

日 時：令和２年（２０２０年）２月５日（水）午前１０時～午後０時 

場 所：吹田市男女共同参画センター 研修室１、２ 

出席者：委員：池委員、常田委員、益田委員、三田村委員 

    事務局：中嶋環境部長、道澤環境部次長、 

        環境保全課（信川課長、村井課長代理、高木主幹、川口主査、坂東主査） 

    下水道部（溝口参事、樋口主幹、藤原係員） 

    水道部（松本参事、西田参事） 

株式会社建設技術研究所 

傍聴者：４名 

 

議題：（１）南吹田地域の地下水汚染対策（揚水井戸１～３号）の取組状況について 

   （２）南吹田地域の地下水汚染の状況について 

 

配付資料 

 資料１  南吹田地域の地下水汚染対策（揚水井戸１～３号）の取組状況について 

 資料２  南吹田地域の地下水汚染の状況について 

 

事務局（信川課長） 

ただ今より、令和元年度第２回吹田市土壌・地下水汚染浄化対策等専門家会議を開催さ

せていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます、環境部環境保全課長の信川

でございます。本日の会議は、１２時までの開催を予定しておりますので、よろしくお願

いいたします。本日の会議については傍聴を認めますので、傍聴希望の４名にお入りいた

だきます。 

 

【傍聴者入室】 

 

事務局（信川課長） 

それでは、開会にあたりまして、環境部長の中嶋より御挨拶を申し上げます。 

 

中嶋部長 

 おはようございます。今年初めての会議になりますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。今日は、議題にありますように、３本の井戸の状況、いつまで対策を行うのかという

ことを含めて、企業さんと合意書に基づいた、いわゆる吹田市の考え方について御意見を
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いただきたいと思います。また、地下水汚染の状況について御説明し、御意見をいただい

て今後の取組の参考にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

事務局（信川課長） 

それでは、議事に先立ちまして、本日御出席の委員の皆様方を５０音順で御紹介いたし

ます。お一人目は、大阪大学教授の池先生でございます。 

 

池委員 

 池です。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

次に、議長をお願いしております、大阪大学名誉教授で、現在、一般財団法人土木研究

センター理事長の常田先生でございます。 

 

常田議長 

 常田です。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

次に、副議長をお願いしております、大阪市立大学教授の益田先生でございます。 

 

益田副議長 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

最後に大阪市立大学教授の三田村先生でございます。 

 

三田村委員 

 三田村です。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

 どうぞよろしくお願いします。続きまして、本日の出席者を紹介いたします。先ほど、

御挨拶をいたしました環境部長の中嶋でございます。 

 

中嶋部長 

 中嶋です。よろしくお願いします。 
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事務局（信川課長） 

続きまして、次長の道澤でございます。 

 

道澤次長 

 道澤です。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

環境保全課長代理の村井でございます。 

 

事務局（村井課長代理） 

 村井です。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

主幹の高木でございます。 

 

事務局（高木主幹） 

 高木です。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

主査の川口でございます。 

 

事務局（川口主査） 

 川口です。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

同じく主査の坂東でございます。 

 

事務局（坂東主査） 

 坂東です。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

次に、委託事業者の建設技術研究所でございます。 

 

建設技術研究所 

 よろしくお願いします。 

 



4 

 

事務局（信川課長） 

次に、本市関係部署の出席者を紹介いたします。下水道部水循環室でございます。 

 

水循環室（溝口参事） 

 水循環室の溝口です。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

同じく、水再生室でございます。 

 

水再生室（樋口主幹） 

 水再生室の樋口と申します。 

 

水再生室（藤原係員） 

 藤原と申します。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

水道部 浄水室でございます。 

 

水道部浄水室（松本参事） 

 松本です。よろしくお願いします。 

 

水道部浄水室（西田参事） 

 西田と申します。よろしくお願いします。 

 

事務局（信川課長） 

最後に、あらためまして、私は環境保全課長の信川でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。続きまして、本日の配付資料を確認させていただきます。「資料１南吹田地

域の地下水汚染対策（揚水井戸１号から３号）の取組状況について」、「資料２南吹田地域

の地下水汚染の状況について」となっております。資料に過不足はございませんでしょう

か。今回の議題の資料１及び２につきましては、本業務を委託しております株式会社建設

技術研究所から御説明いたします。それでは、以降の進行を、議長にお願いしたいと思い

ます。議長、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 それでは議事に入りたいと思います。では、議事に従いましてそれぞれ説明いただいた

後、質疑応答に移りたいと思いますが、最初に南吹田地域の地下水汚染対策揚水井戸１号
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から３号の取組状況について説明をお願いします。 

 

建設技術研究所 

 建設技術研究所です。本日の会議資料について御説明を担当いたします。まず、議題１

としまして、資料１を御覧ください。南吹田地域の地下水汚染対策揚水井戸１号～３号の

取組状況について御説明いたします。 

スライド２、３は、対象地域の位置図となっています。スライド３を御覧ください。Ｊ

Ｒおおさか東線が東西に走っていまして、南側に１号揚水井戸、２号揚水井戸、その北側

に３号揚水井戸が設置され、揚水対策が実施されています。 

 スライド４では、１号から３号揚水井戸の運転状況を御説明いたします。こちらの３孔

は、２４時間連続運転を行っており、その時の揚水量は揚水試験で得た適正揚水量を目安

に、揚水量を適宜調整しながら運転を行っています。１号揚水井戸が平成３０年１１月２

７日から、２号、３号揚水井戸は令和元年７月１６日から運転を行っています。なお、お

盆休みと年末年始は、３孔とも揚水を停止しています。また、３号揚水井戸は、令和元年

１０月２４日から１１月１４日の間、自主的に停止しています。下のグラフは揚水量を適

宜測定した結果を示しています。緑色が１号揚水井戸、青色が２号揚水井戸、黄色が３号

揚水井戸の測定結果の折れ線グラフとなっています。破線は、それぞれの揚水井戸の適正

揚水量を示しています。これを見ていただきますと、３孔とも基本的には、適正揚水量で

揚水の管理はできています。なお、３号揚水井戸は若干ばらつきが大きい傾向でした。 

 スライド５では、当該地域の地下水位の状況を御説明いたします。まず、気象庁の豊中

観測所の降雨量などを整理しました。左上のグラフが毎年の累積の降水量を示しています。

赤色は平成３１年（令和元年）の降水量です。過去については平成２６年から３０年のデ

ータを示しています。今年は例年より少ない降水量であったことが確認できます。また、

その下のグラフは、月間降水量を整理しています。棒グラフが平成３１年（令和元年）の

降水量となっています。また、折線グラフは、過去５年間の最大値、平均値、最小値を整

理しています。３孔同時の揚水対策が開始されたのが７月からですので、それ以降の降水

量を見ていきますと、７月、８月、１０月は例年の平均並みですが、９月、１１月は、過

去最低の月間降水量であったことが確認できます。また、右上のグラフはＮｏ．３４井戸

の孔内水位の変化を整理したものです。 Ｎｏ．３４井戸は、前回の専門家会議で揚水によ

る影響を受けないという評価ができるといたしました。過去の水位を見ますと、この水色

の線で示しており、毎年７月頃、出水期に水位が上昇していることが分かります。また、

ピンクの丸でお示ししているのが、各年の１２月の水位となっており、令和元年の１２月

は、過去最低の水位であったことが確認できます。また、その下のグラフは、直近の平成

３０年１月１日からの水位の変化を示したグラフです。水色がＮｏ．３４井戸の水位のグ

ラフとなっており、３孔同時に揚水を開始したのが７月１６日で、それ以降の水位は降水

の影響を受けながら上下変動を繰り返していますが、概ね地下水位は低下傾向を示してい
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る状況が見て取れます。また、令和元年１２月の地下水位は、Ｏ．Ｐ．＋１．１３ｍでし

た。昨年の１２月時点の地下水位はＯ．Ｐ．＋１．３９ｍでしたので、昨年と比較します

と２０ｃｍ程度低い状況でした。 

 スライド６以降では、各揚水井戸とその周辺観測井戸の地下水位の変化を提示していま

す。スライド６では１号揚水井戸の水位を示しています。上のグラフが孔内水位を示した

グラフです。下のグラフがＮｏ．３４井戸との水位差を整理したグラフです。また、それ

ぞれのグラフの赤色の線は、１号揚水井戸の水位の変化を整理しています。３孔同時に揚

水を開始した７月以降の水位は、先ほど御説明させていただきましたように、降水の影響

を受けて水位の上昇はありますが、徐々に下がっている状況です。また、令和元年１２月

時点の１号揚水井戸の地下水位はＯ．Ｐ．＋０．４６ｍでした。平成３０年１２月時点の

水位はＯ．Ｐ．＋０．８５ｍでしたので、約４０ｃｍ程度、昨年と比べると低い状況とな

っています。また、下のグラフを見ていただきますと、揚水による影響を受けないＮｏ.３

４井戸との水位の差を整理したものです。多少増減はありますが、基本的にはＮｏ．３４

井戸との並行関係が維持されていますので、揚水による急激な地下水位の低下はなかった

と整理しています。また、この後に御説明いたしますが、１号揚水井戸周辺では地盤測量

を行っており、その結果からも地盤沈下は認められないことを確認していますので、１号

揚水井戸は揚水による問題が生じていないと考えています。 

 次に、スライド７では２号揚水井戸の状況について先ほどと同様に整理したものをお示

ししています。孔内水位の状況は、３孔同時の揚水対策開始後は降水によって上下変動は

していますが、徐々に低下している傾向です。令和元年１２月の水位はＯ．Ｐ．＋０．４

６ｍで、昨年実施しました揚水試験時の最低水位と比較しますと、平成３１年４月時点で

Ｏ．Ｐ．＋０．４９ｍで、昨年実施した揚水試験時の最低水位と概ね同程度となっていま

す。また、Ｎｏ．３４井戸との水位差を比較した結果、１号揚水井戸と同様に基本的には

Ｎｏ．３４井戸との水位のバランスがとれる傾向を示していますので、揚水による急激な

地下水位の低下は生じていません。また、地盤測量の結果からも地盤沈下は認められない

ことから、２号揚水井戸についても、１号揚水井戸と同様に揚水による問題はないと考え

ています。 

 次にスライド８では、３号揚水井戸周辺の地下水位の状況を整理しています。３号揚水

井戸も、１号揚水井戸、２号揚水井戸と同様に降水による影響を受けながら水位が徐々に

低下している状況です。令和元年１２月の水位は、Ｏ．Ｐ．－０．３３ｍ辺りです。昨年

実施した揚水試験時の水位はＯ．Ｐ．－０．１７ｍで、その時点と比べると約２０ｃｍ程

度低い状況になっています。下のグラフのＮｏ．３４井戸との水位差を見ますと、１号揚

水井戸、２号揚水井戸と比べると少し上下は大きいですが、基本的には３号揚水井戸も水

位のバランスが保たれていることからも、急激に地下水位が低下していないことと、地盤

沈下が認められないことから、揚水による問題はないと考えています。 

 スライド９では、揚水井戸と周辺観測井戸に設置した自記水位計のデータをもとに、各
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月の地下水位の等高線図を整理したものです。左上が令和元年５月７日時点で、揚水前の

状況です。揚水前の状況は、これまで御説明してきました周辺の地下水の流れと同様に、

南側から北側へ向かっていることが認められます。令和元年７月１５日時点では１号揚水

井戸で揚水を実施しています。２号揚水井戸、３号揚水井戸は揚水を行っていません。１

号揚水井戸の周辺では、地下水位が低下し、地下水が１号揚水井戸へ向かっており、２号、

３号揚水井戸周辺では、５月時点と同様に地下水流向が南側から北側へ向かっていること

が確認できます。また、令和元年８月９日以降、地下水等高線図は、３孔とも揚水を行っ

ている状況です。３孔とも同時に揚水を行っていますので、各揚水井戸の周辺の地下水位

は低下していることにより、各揚水井戸に地下水が集まってきている状況が分かります。

また、１号揚水井戸と２号揚水井戸の中間地点にはＮｏ．９０井戸があります。揚水井戸

の方に地下水が集まってきているものの、一部、Ｎｏ．９０井戸の北側の等高線図を見ま

すと南側から北側への流れが確認できます。 

 スライド１０では、直近の令和元年１２月１３日時点の地下水位コンター図を提示して

います。寒色系の色は地下水位が低い状況を示しており、先ほどの令和元年の５月時点や

７月時点と比べると寒色系のエリアが広がっていますので、全体的に地下水位は低下して

います。こちらは、１号揚水井戸の下水道本管を挟んで北側に位置していますＮｏ．３４

井戸の水位が、降水による影響を受けながらも、徐々に水位が低下してきていると御説明

させていただきました。この周辺地全体で揚水による地下水位の低下も生じていますが、

降水が少ないことによる地下水位の低下も生じていると考えています。 

 次にスライド１１を御覧ください。地盤測量の結果を整理しています。グラフは上から

順番に１号揚水井戸、２号揚水井戸、３号揚水井戸となっています。左側のグラフは、単

差として前回測定値との差をグラフ化したものです。右側のグラフは累計差として初期値

との差を整理したグラフです。それぞれの揚水井戸周辺で行った地盤測量の結果の概要は

右側にお示ししており、１号揚水井戸では累計差が大きいところで－０．７ｍｍ、２号揚

水井戸は累計差が大きいところで－７．５ｍｍ、３号揚水井戸は累計差が－０．９ｍｍで、

２号揚水井戸の－７．５ｍｍがやや大きい値を示しています。こちらは、真ん中の段の右

側のグラフのとおり、揚水を開始しましたのは令和元年の７月時点となっており、７月以

降の測定値とその直前の測定値を比較したところ、その差異は大きいところで－１．４ｍ

ｍで、各孔とも累計差は非常に小さな値となっており、揚水井戸周辺では揚水による地盤

沈下の傾向は認められないと考えています。 

 スライド１２では、揚水井戸及び周辺観測井戸のクロロエチレンの地下水質を示してい

ます。グラフの井戸の名称が小さく見にくくて申し訳ないですけれども、グラフの中で、

赤枠で囲った井戸がＮｏ．６３井戸です。クロロエチレンはその他の井戸に比べて非常に

高濃度で、直近の濃度は１．５mg／Ｌ、環境基準の７５０倍程度となっています。また、

黄色で囲ったグラフは１号揚水井戸と２号揚水井戸の中間地点に位置するＮｏ．９０井戸

のグラフを示しています。１号での揚水を開始して以降、やや右肩上がりに濃度が上昇し
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ている傾向が見て取れます。また、緑で囲ったグラフは、３号揚水井戸の北側と東側に位

置しているＮｏ．６６井戸とＮｏ．６９井戸になっています。濃度は、Ｎｏ．６６井戸は

そうでもないのですけれども、Ｎｏ．６９井戸は揚水する前から、やや下がってきている

ような傾向です。さらに揚水を開始してから以降は、それまでと比べるとやや大きく濃度

が下がっている状況となっています。 

 スライド１３を御覧ください。こちらはクロロエチレンの第１帯水層の地下水汚染濃度

コンター図を整理したものです。少し見にくいですが、令和元年の５月と１０月と１１月

の地下水汚染濃度コンター図です。このピンク色の細い線が０．０２mg／Ｌで、基準値の

１０倍の濃度の線となっており、ＪＲ東海道本線の東側では基準値の１０倍を超えるよう

な汚染が広範囲に広がっている状況が見て取れます。また、この赤色の太い線は１mg／Ｌ

を超過する色となっており、主に１号揚水井戸を中心に高濃度の汚染域が広がっている状

況となっています。 

 次にスライド１４を御覧ください。こちらは１，２－ジクロロエチレンの水質の変化を

整理したものです。基本的にはクロロエチレンと同様の傾向を示しています。赤枠で囲っ

た１号揚水井戸とＮｏ．９１井戸の２孔を中心に濃度が高い傾向です。Ｎｏ．９１井戸の

濃度は、０．９９mg／Ｌで、環境基準値の２５倍程度となっています。また、黄色のグラ

フは、１号揚水井戸と２号揚水井戸の中間に位置するＮｏ．９０井戸で、２号、３号揚水

井戸での揚水開始以降のデータを見ますと、濃度が上昇してきている状況が見て取れます。

先ほど、クロロエチレンの時に説明を忘れていましたが、１号揚水井戸の北側に下水道本

管が走っており、そのさらに北側にＮｏ．３４井戸があります。こちらは、先ほど、地下

水位の影響や地下水汚染の影響を受けない井戸と御説明いたしましたが、青色で囲ったグ

ラフを見ていただきますと、水質は環境基準値を満足しており、概ね定量下限値未満の値

が続いています。クロロエチレンも環境基準を概ね満足していることから、その他の井戸

と比べ、水質は非常に良好な状態であることが分かります。この点からもＮｏ．３４井戸

は揚水による影響は受けない井戸と考えています。この理由は、おそらく下水道本管が走

っていることによって、地下水が北側に向かって流れにくいような状況が生じているから

ではないかと考えています。 

 スライド１５を御覧ください。１，２－ジクロロエチレンの地下水汚染濃度コンター図

を整理したものです。クロロエチレンと同様に令和元年５月、１０月、１１月のコンター

図を示したものです。ピンク色の波線の所が比較的濃度が高いエリアとなっていますが、

１号揚水井戸を中心に高い地点が存在しています。 

 次にスライド１６では、総モル数による地下水汚染コンター図を整理しています。左上

から順番に平成２６年８月、平成２７年８月、平成２８年７月、平成２９年７月、次のス

ライドでは平成３０年７月、令和元年１０月の総モル数地下水汚染のコンター図をお示し

しています。平成２６年から平成２９年までは、先ほどの御説明のとおり、１号揚水井戸

の近辺のＮｏ.６３井戸のクロロエチレン、１，２－ジクロロエチレンの濃度が比較的高く、
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総モル数はその他の周辺の井戸と比べ多い傾向です。特にこのピンク色の線は０．０６mmol

／Ｌを超える値となっています。一方で、平成３０年７月以降のコンター図を見ますと、

先ほどまであったピンク色の所がなくなってきて、緑色の太い線は０．０４mmol／Ｌ、若

しくはその下の値となっており、徐々に総モル数が多かった地点が減少してきている傾向

が分かるかと思います。 

 先ほど揚水井戸とその周辺観測井戸の水質について整理しましたが、スライド１８では、

代表的な井戸をピックアップし、それぞれの井戸の総モル数の変化を整理しました。グラ

フの赤枠で囲ったＮｏ．６３井戸では総モル数は揚水を開始以降、やや低下傾向を示して

いる状況が分かります。また、出水期の地下水位が高くなる時期に濃度が上昇している、

若しくは渇水期に濃度が低下するような状況であることが分かりました。次に黄色で囲っ

たグラフが１号揚水井戸と２号揚水井戸の中間に位置するＮｏ．９０井戸となります。２

号、３号での揚水の開始以降、総モル数がやや上昇してきている傾向があります。こちら

の緑で囲ったグラフはＮｏ．６６井戸とＮｏ．６９井戸の総モル数です。特にＮｏ．６９

井戸では、揚水前から総モル数は低下している傾向でした。青色で囲ったグラフがＮｏ．

３４井戸の総モル数です。定量下限値未満の時期もありますので、総モル数は非常に小さ

いものとなっています。 

 次にスライド 1９を御覧ください。各揚水井戸の取組実績の整理で、上のグラフから揚水

実績、真ん中が水質、一番下が汚濁物回収量で揚水量×水質で回収量を試算した結果のグ

ラフとなっています。まず上のグラフの左から順番に１号揚水井戸、２号揚水井戸、３号

揚水井戸、水色の棒グラフが毎月の累積の揚水量となっています。累積揚水量から揚水ポ

ンプの稼働日数で割り戻した結果を日当たりの揚水量として、オレンジの折れ線グラフで

整理しています。赤の点線は各揚水井戸の適正揚水量を示しています。これで見ますと、

１号揚水井戸、２号揚水井戸、３号揚水井戸を、適宜吹田市様で揚水量を調整されていま

すので、概ね適正揚水量で毎月コントロールできていると見て取れます。また、水質のグ

ラフは、この青色が１，２－ジクロロエチレン、オレンジ色がクロロエチレンとなってい

ます。１号揚水井戸は、２号揚水井戸や３号揚水井戸と比べると、濃度が高い傾向となっ

ています。基本的には３号とも揚水を開始して以降、概ね横ばいの傾向を示しています。

最後に一番下は汚濁物回収量を整理しています。青色の棒グラフは１，２－ジクロロエチ

レン、オレンジ色の棒グラフはクロロエチレンの単月当たりの汚濁物回収量となっていま

す。折れ線グラフは、それを積み上げた累積の汚濁物回収量を示しています。１号揚水井

戸は、２号、３号揚水井戸と比べますと、早い時期から揚水を開始していることと、２号、

３号揚水井戸と比べると濃度が高い傾向にありますので、その汚濁物回収量は多いものと

なっています。また、この１号から３号揚水井戸まで全部合わせますと汚濁物回収量は、

１，２－ジクロロエチレンが１１ｋｇ、クロロエチレンが７ｋｇと試算しています。 

 次にスライド２０を御覧ください。揚水対策の状況を整理したものです。１号揚水井戸

は、非常に高濃度の汚染があるＮｏ．６３井戸付近で揚水を行っていますので、高濃度汚
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染地域での浄化対策が行われている。２号、３号揚水井戸は、１号揚水井戸と２号揚水井

戸の中間に位置するＮｏ．９０井戸で濃度上昇が見られますが、その更に北側にある３号

揚水井戸で揚水を行っていますので、３号揚水井戸を飛び越えて、更に北側へ行くような

汚染拡散については、防止措置が適切に行われていると考えています。また、地盤測量の

結果から揚水による周辺環境への有意な影響は認められないことで、揚水による問題も生

じていませんので、吹田市としましては今後の対応として、引き続き、揚水対策を実施し

ていく。ただし、揚水対策中は、定期的にモニタリングを行いながら、周辺環境へ影響を

及ぼさないように適切な措置を講じていくと考えています。下の表は揚水管理と揚水対策

のモニタリングを整理したものですが、揚水管理については、それぞれの揚水井戸の適正

揚水量は得られていますので、適宜、流量測定を行いながら流量調整を行っていこうと思

っています。揚水時間について、基本的には、工場側がお休みの時に揚水を停止しますが、

２４時間の連続揚水を考えています。揚水対策中のモニタリングについては、揚水井戸と

その周辺には自記水位計を設置していますので、地下水位の連続測定を行うとともに、そ

れを補完するような形でロープ式水位計を用いて、適宜水位は計っていきます。次に水質

については、特に１号から３号の各揚水井戸とＮｏ．３５井戸、それから１号揚水井戸と

２号揚水井戸の間に位置するＮｏ．９０井戸について、毎月測定していく予定です。地盤

測量は、１号、２号、３号の各揚水井戸とそれぞれ周辺の６地点または５地点を、年２回、

６月と１２月に行う予定にしています。また、揚水管理中は、先ほど、御説明させていた

だきましたが、急激な地下水位が確認された場合には、必要に応じて揚水量を減らす、若

しくは一時的に揚水を停止するなどの措置を講じます。特に３号揚水井戸は、その上流側

に位置する２号揚水井戸で揚水を行っていますので、地下水の供給量が少し減ってくる可

能性もあることから、地下水の供給について過剰揚水とならないように注意をしながら運

転管理を行っていきます。 

 次にスライド２１を御覧ください。１号揚水井戸から３号揚水井戸の対策終了の時期に

ついて、吹田市様と企業様で取り決めがされておりまして、そちらについて整理した資料

です。１号揚水井戸の対策終了の要件は、下の図で黄色で囲った１号揚水井戸とＮｏ．３

４井戸、Ｎｏ．３５井戸をモニタリング対象の地点に設定し、Ｎｏ．３４井戸、Ｎｏ．３

５井戸は環境基準に適合、１号揚水井戸は環境基準の１０倍以下を確認した時点で１号揚

水井戸を一旦停止し、この状態が２年間継続した場合に１号揚水井戸による対策を終了す

ると取り決めがされています。２号、３号揚水井戸は、下の図の水色で囲った井戸が対象

井戸となっており、Ｎｏ．１６、１７、１９、６３、６４、６６、６９井戸の７箇所全て

で環境基準の１０倍以下を確認した時点で、２号、３号揚水井戸を一旦停止し、その状態

が２年間継続した場合に両揚水井戸による対策を終了することと、取り決めがされていま

す。 

 次にスライド２２を御覧ください。先ほど対象とした井戸の令和元年１１月の分析結果

の一覧を示しています。分析結果は表の左側に示していますけれども、黒字は環境基準値
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を満足、緑色は環境基準値の１０倍以下、赤字は環境基準の１０倍超過となっています。

１号揚水井戸については、Ｎｏ．３４井戸とＮｏ．３５井戸は環境基準を満足しています。

一方で１号揚水井戸は、クロロエチレンが０．７４mg／Ｌで環境基準値に対し３７０倍で

あり、環境基準値の１０倍を超過していますので、引き続き１号揚水井戸は実施していく

こととなります。２号、３号揚水井戸は、Ｎｏ．１６井戸からＮｏ．６３井戸までがクロ

ロエチレンは環境基準値の１０倍を超過しています。Ｎｏ．６４井戸からＮｏ．６９井戸

は、環境基準値の１０倍以下となっています。２号、３号揚水井戸の終了要件は、これら

の井戸が環境基準値の１０倍以下の確認となっていますので、Ｎｏ．１６からＮｏ．６３

井戸は１０倍の値を超過していることから、引き続き揚水対策を実施していく予定です。

以上で資料１の説明を終わらせていただきます。 

 

議長 

 はい、ありがとうございました。ただいま資料１の説明を聞いて質問や御意見がありま

したらお願いしたいと思います。いかがですか。 

 

副議長 

 スライド１２について、少し気になりますのは、Ｎｏ．９０井戸の濃度の変化です。１

号揚水井戸と２号揚水井戸で揚水を続け、スライド１０にありますように、Ｎｏ．９０井

戸で地下水の流れる経路ができている。それと同時にクロロエチレンの濃度が１．２mg／

Ｌ、それから、スライド１４で１，２－ジクロロエチレンの濃度が現在０．０９０mg／Ｌ 

で値が増加している傾向が見えています。これに関して、やはり誘発涵養といいますか、

水を揚水することで水の動きを作って、水位や水質の変化が出てきて、実際に濃度が高く

なっていることが少し気になります。それに関してはどのように考えておられるのですか。 

 

建設技術研究所 

 スライド１３を御覧ください。こちらはクロロエチレンの濃度の等高線図を示していま

す。クロロエチレンの濃度の高い地点は、１号揚水井戸寄りにあること、若しくは１号揚

水井戸の南側に汚染のプリュームがありますので、青色で囲った１号揚水井戸と２号揚水

井戸で揚水を行っていますので、例えばこの南側にある汚染のプリュームが北側に寄って

くることで、Ｎｏ．９０井戸の濃度が上昇しているという傾向が出ていると考えています。

一方で、Ｎｏ．９０井戸の濃度上昇は見られるが、1号と２号、Ｎｏ．９０井戸よりも更に

北側に３号揚水井戸がございますので、仮にＮｏ．９０井戸の濃度が上昇したとしても、

３号揚水井戸でキャッチすると考えています。１号揚水井戸と２号揚水井戸で高濃度の汚

染を揚水していることと、北側へ広がる可能性のある地下水汚染に関しては、３号揚水井

戸で拡散防止措置を取れていると考えています。 
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副議長 

 ３号揚水井戸の周辺の井戸では、状況がかなり良くなっていて、汚染がかなり解消され

ている状態です。それでも３号揚水井戸で引き続けていく根拠を知りたいです。できるか

どうか分かりませんが、例えば、Ｎｏ．９０井戸で揚水をして、３号揚水井戸は止めてし

まう。３号揚水井戸周辺の汚染状況はかなり良い状況となっているので、Ｎｏ．９０井戸

で揚水すれば、３号揚水井戸に汚染された地下水が移動することもなくなると少し想像す

るのですが、どうでしょうか。 

 

建設技術研究所 

 副議長の御指摘のとおり、確かにＮｏ．９０井戸では濃度は上昇していますので、上昇

している時点で揚水を行えば北側に広がることもないし、かつ、汚染の高濃度の部分につ

いて対策が行われていると思います。 

 

事務局（高木主幹） 

 御指摘のことは理解しますが、現在、市といたしましては３本の揚水井戸で対策を行う

と判断し開始したところです。新たな対策、新たな揚水井戸を作って取組を進めていくこ

とにつきましては、なかなか公費を負担することが難しい状況です。スライド９を見てい

ただきますと、地下水の流れをお示ししたグラフになっており、先ほど建設技術研究所が

説明したことを示していると理解しています。例えば、去年の１０月１５日の地下水の流

れについて、南側にあるＮｏ．１９井戸などの高濃度の汚染が矢印のとおり北側のＮｏ．

９０井戸に向かっています。そして、Ｎｏ．９０井戸に向かった地下水は北東方向に進む

という流れを示すことを確認しており、その流れに沿っていくと３号揚水井戸で汚染をキ

ャッチします。実際Ｎｏ．９０井戸の濃度が上がっても、３号揚水井戸で汚染地下水をつ

かまえていくことで、取組を進め、しばらくはこの状態で状況を見ていきたいと考えてい

ます。 

 

Ｂ委員 

 一つはＮｏ．３４井戸が鍵となっていて、ここが下水道本管よりも北側のゾーンで、南

側の井戸とは水位が途切れており、揚水の影響を全く受けない。下水道本管そのものが実

はバリアになっていて、それより南側の部分で地下水がかなり揚水の影響も受けながら、

地下水位が推移する状況が見られ、水の流れができている。また、一番北側の井戸に関し

ては、全体の地下水の流れを見ると、それよりも北側から南への水の流れがあるというこ

とと、北側にできる限り汚染を波及させないことで、３号揚水井戸が設けられて揚水を開

始するという目的があった。だから、３号揚水井戸で揚水し続けることは、それよりも北

側に汚染を波及させないという大きな位置付けとしての可能性はあったと思います。今の

ところ、３号揚水井戸を稼働させているので、南側のＮｏ．９０井戸の所は、一部は３号
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揚水井戸に向かう地下水の流れが起きて、南側の高濃度の汚染水が北の方に移動する傾向

はあるけれども、それは３号揚水井戸でカバーして汲み上げる状況が生まれているとみて

います。だから一時的には、Ｎｏ．９０井戸の濃度が高くなっていますけれども、徐々に

改善され、濃度が低下すればしめたもので、一つの非常に大きな目安になる地点と私は感

じております。 

 

副議長 

 せっかく３号揚水井戸の周辺の汚染が解消されているのに、そちらに汚染を広げるのは

もったいないと思います。井戸の状況が分からないが、新しい揚水井戸を作るのではなく、

可能であればＮｏ．９０井戸を使って揚水をしたら良いのではないかと思いました。もう

一つは、クロロエチレンの濃度が高くなっているＮｏ．９０井戸では、普通、ジクロロエ

チレンの濃度が高くクロロエチレンが検出していない所よりも、停滞的な水域でクロロエ

チレンが形成されやすい傾向があって、クロロエチレンの状態になってしまうと、地下水

を動かさないとなかなか取れない。また、ジクロロエチレンよりもクロロエチレンは毒性

が高いので、やはり汲み上げて移動させることが一番重要です。もう一方は、やはりせっ

かくＮｏ．９０井戸の所で濃度が高くなっていて、もしここにポンプを設置して取り除け

るのであれば、それより北に毒性の高いクロロエチレンを移動させないやり方もあると思

いました。別にどうしてもそれをやった方が良いというわけではないけれども、やはり３

号揚水井戸の周辺は、かなり汚染が解消されてきていて、ここで汲み上げる理由はさほど

ないように思う。それよりは、せっかく汚染された地下水が移動してきて、確実にキャッ

チできる所で取る方が早く片が付くのではないかと直観的には思います。 

          

事務局（高木主幹） 

 Ｎｏ．９０井戸は、直径１０ｃｍ程度の塩ビ管が入っているだけです。そしてこの井戸

は、片側１車線の道路上にあり、非常に大型のトラックの通行が多い通りに設置していま

すので、副議長がおっしゃるように、Ｎｏ．９０井戸の観測井戸で地下水を汲み上げるこ

とは物理的には難しいと考えています。 

 

Ａ委員 

 私の認識では１号揚水井戸は汚染を抽出して除去する井戸で、２号揚水井戸と３号揚水

井戸がバリアー井戸になっていて、ここで絶対止めたいというラインで、汚染を止めるた

めの井戸と認識しています。現在は、２号で汚染を少し引き寄せてしまっているんですけ

れども、そこで２号と３号で連携して止めることを確認してもらうと良いとは思うんです。

質問は、スライド２１についてです。２号、３号揚水井戸の停止について、その目標値が

決まっていて、Ｎｏ．６３井戸は２号、３号揚水井戸での対策と関連付けていますが、Ｎ

ｏ．６３井戸は汚染の非常に濃いホットスポットであって、実は１号揚水井戸の近傍にあ
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るわけです。なぜ、１号揚水対策と関連付けず、２号、３号揚水対策と関連付けているの

か、少し理解しにくいです。１号揚水井戸で高濃度の汚染を汲み上げているので、Ｎｏ．

６３井戸が下がったら１号揚水井戸を停めるのは理解できますが、なぜ２号、３号揚水井

戸での対策と位置付けられているのですか。２号、３号揚水井戸での対策は、先ほど言っ

ていたようにバリアー井戸なので、別な井戸と関連付けられるべきではないでしょうか。

２号、３号揚水井戸の停止をＮｏ．６３井戸と関連付けているんですが、むしろ 1号揚水

井戸での対策と関連付けるべきではないかという質問です。 

 

事務局（川口主査） 

 １号揚水井戸を設計する前に地域の企業と合意書を締結する必要があり、高濃度のＮｏ．

６３井戸を対象とすることは理解していましたので、Ｎｏ．６３井戸の直近に揚水井戸を

作ることで合意書を締結しました。その時にＮｏ．６３井戸ではなく、浄化確認用の井戸

を１号揚水井戸として設定しました。だから、Ｎｏ．６３井戸が１号揚水井戸と同じ意味

合いを持っていると考えていましたが、実際、１号揚水井戸の設計をしたところ、Ｎｏ．

６３井戸から少し離れた位置になりましたので、次の２号、３号揚水対策での拡散防止に

おいて、全体の浄化を考えＮｏ．６３井戸も浄化確認用井戸に入れたということです。 

 

Ａ委員 

 高濃度域のＮｏ．６３井戸の浄化は１号揚水井戸で代表しているから、そちらでは関連

付けず、高濃度汚染域の浄化と汚染拡散防止の両方で考慮して２号、３号と関連付けたと

いうことですね。 

 

事務局（川口主査） 

 はい、そうです。 

 

議長 

 先ほどの話の中で出ていましたスライド２０で、まとめの①に１号揚水井戸と２号、３

号揚水井戸のそれぞれの目的が書いてあります。１号は浄化、２号、３号揚水井戸は汚染

拡散防止で、先ほど、Ａ委員も確認されましたけれども、この辺りを再度明確にしておい

てください。いずれ地元に説明する場合も目的が違うことを言わなければいけないので、

その辺りを再確認してもらうと良いと思う。それから、副議長の話がありましたけれども、

１号、２号、３号揚水井戸を決める時には、色々この場で検討して決めていますし、まだ

揚水も始まったばかりなので、少し様子を見てもらったら良いと思います。先ほどのＮｏ．

９０井戸は揚水井戸に適合していないという話がありますけれども、その効果をもうちょ

っと時間を見て、確認してもらうと良いと思います。それから、まとめ②では、地盤沈下

は認められないとなっています。数字では大きい所で７ｍｍと出ましたけれども、そこに
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有意な影響と書いてあるのですが、有意とは具体的に何か、ある程度念頭に置いてもらっ

た方が良いと思います。年に２回地盤調査をやって、その時にどのくらいの値が動いたら

問題とみなすのか、その辺り、有意の判断基準は必要と思いますが、どう考えられている

のですか。 

 

建設技術研究所 

 絶対値ではなかなか決めづらいと考えています。と言いますのは、自然でもこういう沖

積地盤では、地下水の変動であったり、あるいは自然に段々地盤は締まっていくものなの

で、僅かでも年々沈下の傾向はあると思います。ただ、先ほどの有意とは何かとの御質問

ですが、今のところ我々が考えていますのは、揚水している揚水井戸の近傍は当然地下水

位の降下量が大きい、離れるに従って地下水位の降下量は小さくなってまいります。同じ

ように、沈下量が揚水井戸の直近傍とこの四方は、基本は東西南北方向に観測点を設けて

いますので、例えば、揚水井戸の最近傍の観測点が大きく下がり、その外側の観測点は変

化しない、あるいは変動幅が小さいという傾向があれば、それは可能性として、揚水によ

る影響があると考えられるのではないか。一方で、それとは逆の現象、つまり、最近傍の

観測点は変化しないあるいは変動幅が小さく、その外側の観測点は大きく下がっている場

合は、揚水による影響は有意ではない。要するにその有意というのは、関連性がかなり高

いかそうではないかで、有意か有意でないかを判断しようと。今のところ絶対値としては、

なかなか難しいですけど、このような相対的な変化によって変化を読み取ろうと考えてい

ます。 

 

議長 

 その辺りの考え方を整理しておいて欲しいということです。それから、ここで見ると２

号揚水井戸に一点だけ－７．５ｍｍとなっているけれども、後々、一般的にみるとここだ

け数値が大きくなって問題はないかとの見方をされる。周辺の他の点では下がっていない

ので、問題ないという見方をしていることをきちんと説明できるようにしておいて欲しい

という意味です。一点くらい大きくても問題がないとことが伝わるように、ある程度見方

を整理しておいて欲しい。 

 

建設技術研究所 

 ありがとうございます。今、説明者からここの一点の観測点が下がっている現象につい

て説明を忘れておりまして、追加で説明させていただきます。当時ここで道路工事が行わ

れ、その測点を設置していた道路の横にコンクリートの構造物があり、そこをアスファル

トをならす大型機械が通ったようで、その影響が出ている可能性があると判断しています。

それも今後、先ほど議長からおっしゃっていただいたように、経年的に観測を続けてまい

りますので、その中で先ほど申しましたような、まだ下がっていく現象があれば、その井
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戸の汲み上げとの関連性があるかと思いますので、御報告させていただきたいと考えてい

ます。 

 

議長 

 明らかに原因が分かっているものであれば、きちんと説明できるように記録して残して

おいて欲しいと思います。 

 

副議長 

 今の内容に関して、Ｎｏ．３４井戸の周りは測量を行っていないのですか。 

 

建設技術研究所 

 少し離れていますけれども、先ほどＢ委員から御指摘があった下水道本管の北側と同じ

エリアに属するこの１－４の測点があります。 

 

副議長 

 ここの地盤測量の結果と比べると多分参考になると思います。 

 

建設技術研究所 

 その通りだと思います。 

 

副議長 

 そこも同じ程度下がっているのですか。それともほとんど変化していないのですか。 

 

建設技術研究所 

 グラフでも御覧いただいているように、ほとんど他と変わりありません。 

 

副議長  

 １号揚水井戸ではなくＮｏ．３４井戸のところ。 

 

建設技術研究所  

 Ｎｏ．３４井戸のいちばん近くに、１号揚水井戸の近傍の測点１－４があり、この黄色

の線ですので、ばらつきはありますけれども、あまり大きな変化はないと思います。 

 

副議長 

 大阪市内だと、今でも１年に１ｍｍ程度くらいは沈下している。原因はよく分かってい

ないけれども、沖積の土地では今でもその程度の沈下量はある。そういう意味では多分揚
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水が原因で非常に困るような事態が発生していないと思いますが、やはりきちんと揚水の

影響が明らかに出ていないことを、強調して出しておかれると比較ができて良いと思いま

す。 

 

建設技術研究所 

 御指摘のとおりと思います。ありがとうございます。 

 

道澤次長 

先ほど副議長から御指摘があったＮｏ．９０井戸の濃度の上昇について、市の限られた

予算の中で新たな井戸を作るのは非常に難しい状況にあります。その中で、適正揚水量は、

スライド４のとおり、１号揚水井戸が２０㎥、２号揚水井戸が３２㎥、３号揚水井戸が３

０㎥です。今は概ね最大量で引いていますが、この状況の中で揚水量を変えることによっ

て地下水の流れを変え、できるだけ 1号揚水井戸に寄せて取りたいと思っています。１号

揚水井戸は２０㎥しか引けないですけれども、２号、３号揚水井戸は結構まだ揚水量を変

動できる幅があり、それぞれの現在の揚水量は３２㎥、３０㎥で、まだ下げることが可能

な状況です。やってみないと分かりませんが、１号井戸で全てをトラップするのは難しい

ですけれども、揚水量を低下させることによって水の流れを変え、なるべくＮｏ．９０井

戸に汚染が行かない形で１号揚水井戸で多く取っていく。最終的には３号揚水井戸で取っ

ていくしかないですが、できるだけ１号揚水井戸で取っていくことができればと思います。

今の適正揚水量を見直し、試行的に流量を変更し、確認していくことが必要なのか、御意

見があればお願いしたいんですけれども。 

 

副議長 

 今のお話を聞いて、腑に落ちました。そのような状況とすると２号揚水井戸を使って汚

染物質を除去すること、今の説明のように水量を上手くコントロールできるのであれば、

２号揚水井戸を使って効率よく採ってあげることで３号揚水井戸の方に移動していくのは

防げると今少し思いました。そのような工夫はあっても良いのではないか、とにかく３号

揚水井戸に向かう流れを止めるような方向で、１号揚水井戸と２号揚水井戸でその辺りに

バリアを作ってしまえたら、あまり汚染を拡大させずに済むのではないかという印象を今

持ちました。 

 

Ａ委員 

 Ｎｏ．９０井戸の濃度が上がっているのが、南から上がってきているのだったら、今副

議長がおっしゃった１号揚水井戸と２号揚水井戸で取る戦略があると思います。一方で、

少し気になるのが、１号揚水井戸の直下の南側にある濃い所が２号揚水井戸に引っ張られ

ていることで、Ｎｏ．９０井戸が上がっている可能性があることで、その場合は先ほど道
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澤次長がおっしゃったように、１号揚水井戸を重点にやった方が効果的な気がする。もっ

と南からＮｏ．９０井戸に来ているのか、１号揚水井戸の直下の南側にあるプリュームが

２号揚水井戸に来つつあるのかを見極めてもらうと、分かりやすいと思う。だから、２号

揚水井戸を減らして１号揚水井戸側で濃いまま取るという選択もある。 

 

副議長 

 今のお話だと、３号揚水井戸をあまり使い続けるのはどちらにしても良くないですね。

だから３号揚水井戸を停めろとは言わないけれども、やはり１号揚水井戸と２号揚水井戸

を上手に使って、北に汚染を拡大させないような対策をとるのが良いと、今聞いていて思

いました。 

 

Ｂ委員 

 確か３号揚水井戸を設ける前は、下水道本管に漏水があって、元から水位が下がってい

た所ですよね。そういう意味では悩ましくて、３号揚水井戸を停めても、まだ、多分、下

水道本管に漏水があるようで、結構、水位が低下気味のゾーンなので、１号、２号揚水井

戸辺りでコントロールして、北側へ水が流れていくのを止めるにはなかなか難しそうなん

です。このような状況ではあるとは思いますが、試行的に３号揚水井戸の揚水量を段階的

に変えながら様子を見るのはあり得るのではないかと思います。 

 

議長 

 今の話を聞いていると、揚水井戸の運用の仕方がありそうなので、色々な観測の結果を

もとに、１号、２号、３号揚水井戸の運用を工夫しながらやってもらうと良いと思います。

今の意見を念頭に置き、水位の変化を見ながら、それぞれの運用の仕方を提案してもらっ

たら良いと思います。基本的には２号、３号揚水井戸は拡散防止をしているのですが、今

のところ、１号、２号揚水井戸、Ｎｏ．９０井戸の辺りでバリアを作る、そういう視点が

必要だというのは一つの意見と思います。終了時期についてですが、スライド２１の資料

で、既に企業と話がついているような説明でしたが、こういう判断の仕方で良いのかどう

か、もう一度確認してもらうと良いです。先ほど、部長の挨拶にもありましたけれども、

今後この辺りをどのように推移を見ていったら良いのかという話になってきます。多少で

も弾力的に考えられるのか、あるいはもう少し補足的にカバーするような形で終了を判断

する、その辺り御意見があったらお願いしたいです。私としては、１０年なら１０年とい

う目標があるようですけれども、一年毎にある程度、効果を定量的に市民に示さないとい

けないと思います。せっかく対策をやっているので、どういう効果があるかは、多分関心

はあると思うのです。ですから、そのための指標としては、単にここで挙げた井戸の水質

の根拠だけで良いのか、もう少し説明の仕方があるのではないかと感じます。その辺りど

うでしょうか。今ピックアップした代表的な井戸の水質がありますけれども、これで判断
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することが妥当かどうか、一応話が決まっているので、それで動かせないかもしれないん

ですけれども、プラスで補うような形のもので総合判断するのは、いくらでもやり方があ

ると思うんです。 

 

Ｂ委員 

 一つは１号、２号、３号揚水井戸で揚水され、実際に汚染物質が回収されているわけで、

今日の資料のとおり、濃度の推移とともにどれだけ回収したのか累積的に回収量を挙げて

いただく、そういう総合的なものは資料から理解していただく指標と思います。 

 

議長 

 何で説明するかという話だと思うんですね。今言いましたように、回収量がこれくらい

増えていますという話もあると思うんですね。それと先ほどの代表的な井戸での水質の変

化、低下しています、どの程度目標に達しているかとか、その辺りの達成率という話にな

ると思います。あるいはピンポイントで井戸を選んでいますけれども、私としてはできる

だけ面的に、エリアがどのように変化しているのか、そういう整理があっても良いと思い

ます。先ほどの基準の１０倍ほどのコンター図がありましたが、そのエリアがだんだん縮

小していますとかだと市民は分かりやすいと思うんですね。それから、これは補足的でい

いが、何か市民目線で見たときに分かりやすい表現の仕方、指標の説明をやっていだたく

のが良いと思うんですけれどね。そういう可能性はありますか。 

 

事務局（高木主幹） 

 昨年、この取組を始めて２か月くらい経ってから、住民の皆様を対象に説明会を開催し

ました。その際はまだ稼働したばかりであったので、有害物質の回収量はどれだけであっ

たのか、御説明いたしました。今後は、それぞれの観測井戸での水質の状況、濃度が下が

っている状況などをお示ししたり、議長がおっしゃったようにこのコンター図を加工し、

汚染の広がっているエリアがどれだけ縮小しているのか、見える化を図り、皆様に情報を

発信していきたいと考えています。 

 

議長 

 検討していただくといいと思います。この仲間内では分かるんですけれども、市民から

見た時にそういうのは理解できるのかどうか、そういう視点でも情報を開示してもらうと

か、よろしくお願いします。また、回収量がありますよね。何ｋｇと出てきますけれども、

それがどのくらいの意味があるのか、多いのか少ないのかという質問がありそうなんです

けどね。 

 

Ａ委員 
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 理想だけを言わせていただくと、何ｋｇあるいは何モルの塩化エチレン類の汚染があり、

そのうち今年いくら除去されましたということを掲示してほしい。だから１１ｋｇとは全

体の何パーセントですと言えると良くて、今までの話の中では、汚染量の全量把握の方法

がないということではあるが、それができるのなら一番いいことだとは思います。 

 

議長 

 そういうのを念頭に置き、分かりやすく説明できるような指標を示していただきたいと

思います。他はどうでしょう。それでは資料２に移りたいと思いますが、南吹田地域の地

下水汚染の状況について報告をお願いいたします。 

 

建設技術研究所 

 それでは続きまして資料２としまして、南吹田地域の地下水汚染の状況について御説明

いたします。 

 スライド２、３ページは、第１帯水層の地下水位のコンター図を整理しています。令和

元年５月と８月と１１月のコンター図となっています。少し小さいので、スライドの３ペ

ージの令和元年１１月６日時点の第１帯水層の地下水位コンター図を用いて、地下水位の

状況を御説明します。南北に走っていますＪＲ東海道本線の東側のエリアでは、先ほど資

料１の説明のとおり、赤丸の所が１号から３号揚水井戸です。揚水井戸周辺では地下水位

が低下している状況です。また、ＪＲ東海道本線の東側の神崎川側に位置する工場さんの

中でもＹ１井戸、Ｙ２井戸で揚水を行っておられますので、その地点についても、水位の

低下が認められます。ＪＲ東海道本線の西側の状況は、水道部の南西側に、Ｎｏ．５５、

Ｎｏ．７９井戸がちょうどこの下水道本管の赤い破線で示した近傍にあり、地下水位が相

対的に低い状況です。西側エリアでは、神崎川から北上する流れと、水道部の北側から南

下してくる流れの地下水の形態があると考えています。 

 次にスライド４、５ページでは、第２帯水層の地下水位コンター図を整理しています。

第１帯水層の地下水位コンター図と同様に、令和元年の５、８、１１月のものを整理して

います。また、１１月の拡大版は、スライド５ページに示しています。第１帯水層は観測

井戸がたくさんありますが、第２帯水層は第１帯水層に比べて少ない状況ですので、地下

水位等高線図では、地下水の流向はお示ししていません。地下水位の状況だけ御説明しま

すと、ＪＲ東海道本線とＪＲおおさか東線のちょうど交わる辺りに、ＪＲの敷地内にＤ２

井戸があります。こちらの井戸は、周辺の地下水位と比べ相対的に高いです。少し数字を

読み上げますと、Ｄ２井戸が１．２４と、その周辺は、例えば、南側のＤ１であれば０．

８３、また、水道部の南側は０．７ぐらいの数字になっており、こことの水位差は５０ｃ

ｍぐらいある状況です。また、Ｄ２井戸の西側にＮｏ．５２－２井戸があります。後の資

料で汚染状況について御説明いたしますが、こちらの水位は０．９５ｍで、Ｄ２井戸と比

べると水位が低いような状況となっています。 
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 次に、スライド６ページでは第１帯水層の地下水汚染濃度コンター図としまして、クロ

ロエチレンを示しています。クロロエチレンの地下水汚染濃度コンター図の令和元年５、

１０、１１月の３つをお示ししています。東側の状況は、資料１で御説明した通り、環境

基準の１０倍を超過するピンク色のラインが大きく広がっていることが確認できます。ま

た、その汚染の濃度が高い地点は、１号揚水井戸及びその南側周辺であることが見て取れ

ます。 

一方、ＪＲ東海道本線西側の汚染は、スライド７ページで、令和元年１１月のクロロエ

チレンの地下水汚染濃度コンター図で大きく示しています。ＪＲ東海道本線の西側にはＮ

ｏ．７３井戸があり、北側でＮｏ．５４井戸があり、この２地点を中心に汚染の広がりが

認められます。 

 次にスライド８、９ページでは、１，２－ジクロロエチレンの第１帯水層の地下水汚染

濃度コンター図を整理しています。クロロエチレンと同様に令和元年５、１０、１１月の

濃度コンター図を示しています。スライド９ページに、１，２－ジクロロエチレンの第１

帯水層の地下水汚染濃度コンター図の拡大版を示しています。ＪＲ東海道本線の東側では、

先ほどの１号揚水井戸及びその南側で２ｍｇ／Ｌ、基準値の５０倍のラインが広がってい

ます。また、南側におきまして、工場さんの敷地の中のＹ１井戸が比較的高い傾向です。

また、ＪＲ東海道本線の西側では、Ｎｏ．５２、７３、６５井戸を中心に汚染の広がりが

確認されます。 

 次にスライド１０、１１ページで総モル数による地下水汚染コンター図を整理していま

す。左上から平成２６年、その右が平成２７年、下が平成２８年、２９年、次のスライド

では、３０年、令和元年と整理しています。資料１で御説明した通り、Ｎｏ．６３井戸が

ちょうどピンク色で示している地点になり、こちらを中心に総モル数が多い傾向でした。 

直近の平成３０年と令和元年の総モル数のコンター図をスライド１１に示しています。

こちらにおきましては、ピンク色の線が消え、緑色の太い線が出てきており、少しずつ総

モル数は下がってきていると現時点では見て取れます。 

 次にスライド１２、１３ページでは第２帯水層の地下水汚染の状況を分布図として整理

しています。スライド１２ページはクロロエチレンの分析結果の分布図となっていますが、

南北方向のＪＲ東海道本線の東側では、おおさか東線の南側のＮｏ．４０、４１井戸、ち

ょうど第１帯水層のクロロエチレンの汚染が高濃度のエリアがこの辺りになりますが、第

２帯水層も環境基準を超過している。それから、ＪＲ東海道本線とおおさか東線が交わる

所、Ｄ１井戸も環境基準を超過している状況です。一方、ＪＲ東海道本線西側では、Ｄ１

井戸から西へ進んでいきますと、Ｎｏ．５２－２の井戸があります。それから、更に北側

にＮｏ．７９－２井戸があり、こちらの２地点で継続的に環境基準を超過している状況で

す。更に、Ｎｏ．５２－２井戸は、平成２９年５月から測定を開始しており、その当時は

０．０２ｍｇ／Ｌで０．０いくつで検出されました。しかし、平成３０年８月から１桁濃

度が上がり、０．１２や直近の令和元年１１月では０．１６で、非常に高濃度のクロロエ
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チレンが検出されるようになってきています。 

 次にスライド１３ページでは、第２帯水層の１，２－ジクロロエチレンの濃度分布を整

理しています。先ほどのクロロエチレンと同様に、ＪＲ東海道本線の東側では、Ｎｏ．４

０、４１、Ｄ１井戸で環境基準を超過している状況が認められます。またＪＲ東海道本線

の西側ではＮｏ．５２－２井戸で環境基準を超過しており、東側に比べ一桁高い濃度で検

出されています。 

 次のスライド１４ページ以降では、第２帯水層のＮｏ．５２－２井戸でクロロエチレン

や１，２－ジクロロエチレンが高濃度の汚染で検出されており、汚染の由来を考察したも

のを御説明します。Ｎｏ．５２井戸と東西方向と南北方向の地質の想定断面図です。東西

方向がこの上の断面図のＢ－Ｂ’断面。それから南北方向がＥ－Ｅ’断面です。青色で示

したものが観測井戸のストレーナの位置や模式図です。やや右側の模式図が第１帯水層の

井戸であるＮｏ．５２井戸、西側はＮｏ．５２－２井戸で第２帯水層の観測井戸が設けら

れています。第１帯水層と第２帯水層の間では、この水色で示したものが沖積粘性土層（Ａ

ｃ２層）に相当し、層厚が３．６ｍで確認されています。また既往のボーリング調査で、

第２帯水層の調査が行われており、全てのデータにおいてこの沖積粘性土層であるＡｃ２

層が欠如している状況は確認されていません。そのため、このＡｃ２層がＮｏ．５２井戸

の近傍で欠如しているような状況はないと考えています。 

 次にスライド１５ページを御覧ください。こちらはＮｏ．５２、５２―２井戸と第１帯

水層と第２帯水層の地下水汚染の分析結果の一覧と、推移のグラフ化を行ったものです。

表を見ていただくと、第１帯水層は、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、１，

２－ジクロロエチレン、クロロエチレンの４物質とも環境基準を超過していることが確認

されています。その濃度は、環境基準の３倍から１０倍程度です。一方、第２帯水層は、

テトラクロロエチレンとトリクロロエチレンは環境基準を満足しているのに対し、１，２

－ジクロロエチレンは１．３mg／Ｌで環境基準の約３３倍、クロロエチレンは０.１６０mg

／Ｌで約８０倍の濃度が検出されています。この状況から、第１帯水層と第２帯水層の汚

染状況について、例えばテトラクロロエチレンとトリクロロエチレンは、第１帯水層では

確認できているけれども、第２帯水層ではほとんど低い値である。それに対して、１，２

－ジクロロエチレンとクロロエチレンは、第１帯水層に比べて第２帯水層の地下水の濃度

の方が高い傾向が見て取れますので、第１帯水層と第２帯水層の地下水汚染は全く異なる

状況を示していると考えています。 

 次にスライド１６ページを御覧ください。こちらは先ほどの地質の断面図、１５ページ

の地下水質の観点を踏まえ、汚染の由来を整理、考察したものです。地質的にはＮｏ.５２

井戸の近傍では沖積の粘性土層であるＡｃ２層の欠如は認められないので、欠如によって

第１帯水層の地下水が第２帯水層へ行っている状況はないというふうに考えています。地

下水質は、汚染の傾向が第１帯水層と第２帯水層で全く異なっていますので、仮にＮｏ．

５２－２井戸の施工不良、若しくはその井戸と粘性土層の間に隙間があって、第１帯水層
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の汚染が第２帯水層に落ちていく状況はないというふうに考えています。Ｎｏ．５２－２

井戸、第２帯水層の井戸で高濃度の汚染が確認されている由来は、施工不良や地質的な観

点ではなく、どちらかというと第２帯水層の側方より移流拡散によってもたらされた汚染

ではないかと考察しています。 

 次にスライド１７ページを御覧ください。こちらはＮｏ．５２－２井戸を含めて、第２

帯水層の地下水汚染の対応を検討するにあたり、工場様の協力を得まして工場様の方で図

に示していますピンク色の地点、Ｓ１－２からＳ４－２の４地点で第２帯水層用のボーリ

ング調査を行っていただき、観測井戸を設置していただきました。ボーリング調査の結果

を踏まえ、地質の想定断面図を見直してきました。 

見直した想定断面図は、スライド１８、１９、２０ページでお示ししています。例えば

スライド１８ページは、南北方向の断面、Ｆ－Ｆ’断面、Ｈ－Ｈ’断面でお示ししていま

す。赤い丸で書いています地点が工場様で調査していただいたボーリング地点です。例え

ばＦ－Ｆ’断面上にちょうどＳ１－２とＳ３－２地点を調査していただきました。その結

果、沖積粘性土層厚がＳ１－２では３．３ｍ、Ｓ３－２では３．９ｍ程度確認できていま

す。また、Ｈ－Ｈ’断面を見ていただくと、Ｓ２－２地点の結果を反映しています。こち

らも沖積粘性土層に相当するＡｃ２層の層厚は３．７ｍで、既往の調査結果と概ね同程度

の粘性土層厚が確認されています。これら４井戸は、まだ地下水位や地下水質の測定結果

が整理できていませんので、今回の専門家会議資料には掲載していません。 

 次にスライド２１ページを御覧ください。このスライドでは、ＪＲ東海道本線西側の地

下水の状況と今後の取組について取りまとめたものです。ＪＲ東海道本線西側の第１帯水

層の状況は、地下水位は水道部の南西に位置していますＮｏ．５５井戸周辺が比較的水位

が低い状況で、地下水流向は神崎川から北上する地下水と水道部の北側から南下してくる

地下水の二つの形態があると考えられます。また、地下水の汚染状況は、クロロエチレン

と１，２－ジクロロエチレンが、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレンと比べ環境

基準を超過する井戸が多く、主にＮｏ．５４、５２、７３井戸周辺で濃度が高い傾向にあ

ります。その濃度は環境基準値の約１０倍程度となっています。第２帯水層の状況は、少

し観測地点が少ないということもあり、地下水流向はここでは説明していませんが、地下

水位の状況は、Ｎｏ．５２－２井戸は汚染が高濃度で確認されている井戸であり、水道部

の南側のＮｏ．７８－２、７９－２井戸と比べ２０～３０ｃｍ程度高い状況となっていま

す。また地下水汚染の状況は、Ｎｏ．５２－２、７９－２井戸でクロロエチレンと１，２

－ジクロロエチレンの環境基準値の超過が認められています。特にＮｏ．５２－２井戸で

は、東側西側の両方を含めましても第２帯水層においては濃度が高く、クロロエチレンは

環境基準の約８０倍、１，２－ジクロロエチレンは約３０倍程度の汚染が確認されていま

す。次に、市の今後の取組としましては、この第２帯水層の地下水の汚染の状況について、

地下水の詳細調査と今後の対応の検討を進めていきたいと考えています。また東側も西側

と同様に、地下水位及び水質の定期的なモニタリングを引き続き継続していく、来年度は
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５月、８月、１１月、２月を予定しています。 

 最後にスライド２２ページを御覧ください。こちらは、市の取組内容とスケジュール案

を整理したものです。東側と西側と全域の取組内容と専門家会議のスケジュールを示して

います。東側は１号から３号揚水井戸、現時点では揚水による周辺地盤への影響とかは確

認されていませんので、揚水対策を継続して実施すること。その対策中のモニタリングは

揚水井戸とＮｏ．３５、９０井戸で毎月水質の測定を行うということと、揚水井戸と周辺

観測井戸では自記水位計と手計りによる水位測定を継続して実施していくことを考えてい

ます。一方、地盤測量は、令和元年度は来月１回予定していますが、令和２年度は６月と

１２月を予定しています。一方、ＪＲ東海道本線の西側では、地下水の汚染の状況はある

わけですが、委員の皆様の御意見をお伺いしながら詳細調査や今後の対応の検討を進めて

いきたいと考えています。また全域的には、水位や水質の測定を年４回、５月、８月、１

１月、２月を予定しています。最後に専門家会議は、令和２年度の２月頃を予定しており、

東側の揚水対策の進捗確認、西側の第２帯水層の汚染の対応について会議で説明をさせて

いただきたいと考えています。これで資料２の説明を終わらせていただきます。 

 

議長 

 それでは資料２の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

 

副議長 

 第２帯水層の調査を進められている井戸について、この井戸はこの調査のために掘削さ

れたものではもちろんないですよね。既存のもので調査を行っているのですか。 

 

事務局（川口主査） 

 どこの井戸ですか。Ｎｏ．５２の井戸ですか。それとも全域の井戸のことですか。 

 

副議長 

 全域の井戸です。特にＮｏ．５２の辺りは汚染が著しいので、特に興味があります。例

えばＮｏ．５２は、いつ頃どのような目的で掘削された井戸なのでしょうか。 

 

事務局（川口主査） 

 Ｎｏ．５２－２井戸ですか。 

 

副議長 

 Ｎｏ．５２－２。第２帯水層。 

 

事務局（川口主査） 
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 Ｎｏ.５２－２井戸は平成２９年度です。ここについては、西側の今後を考え、第２帯水

層と第１帯水層を対象に、数か所追加して調査地点を増やしたということです。 

 

副議長 

 掘削時点でもう掘削されたから汲み上げた水の中にこの高濃度の汚染が見られたという

ことですか。 

 

事務局（川口主査） 

 はい、そうです。 

 

副議長 

 周辺には例えば民間が掘った井戸などは存在しないのですか。 

  

事務局（川口主査） 

 この周辺では民間が掘った井戸は確認されていません。なお、東側にあるＤ２、Ｄ４井

戸、Ｄと書いている井戸はＪＲさんの敷地にあるものなので、ＪＲさんが掘削された所で

す。 

 

副議長 

 それらもその平成２５年くらいに掘削されたものなのでしょうか。もっと以前に掘削さ

れたものですか。 

 

事務局（川口主査） 

 もっと前です。明確にいつかは手元には資料がないのですけれども、もっと前です。 

 

副議長 

 おおよそどれくらいですか。例えば２０年前とか。 

 

道澤次長 

 詳細な時期は記憶しておりませんが、おおさか東線建設の工事の時にアセスの手続きを

行っています。おそらく平成１２年、１３年、１５年ぐらいと思います。その時に地下水

汚染は分かっておりましたので、ＪＲさんがアセスの手続きの中で第２帯水層の井戸とし

てＤと付いている所を掘られて調査をされたと認識しています。  

 

副議長 

 もう一つ。側方に汚染が流動してＮｏ．５２井戸の所に留まっている状態だというお話
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がありましたが、実際には多分どこかで上から落ちていかないといけないと思います。上

から落ちている地点はどの辺りと推定されていますか。 

 

建設技術研究所 

 現時点で、先ほどお示しした第２帯水層の地下水位の等高線図でも、２０ｃｍピッチの

コンターで、若干Ｄ２井戸の辺りの水位が高く、相対的に南西側のＮｏ．５２－２、Ｄ１

井戸の方が低いので、北東から南西方向への流れは推定されますが、正直その恒常性を今

確認するまでの観測孔がないのが現状です。もう一つ、現時点では、Ｄ２井戸あるいはＤ

１井戸よりもこのコンターでいきますと下流側になるはずのＮｏ．５２－２井戸の方が濃

度が高いというところですので、今現在、過去がどうであったかは確かに分からないです。

ただ、現時点では上流側が綺麗で、下流側が濃度が高いという状況でございますので、こ

の現象をどう説明するか、そこまでの確たる根拠がありません。あるいはその周辺となり

ますと全く観測孔がないので、正直どこから汚染が来たのか、真上からではないことは確

かです。先ほど同じ地点であるＮｏ．５２井戸とＮｏ．５２－２井戸のいわゆる第１帯水

層と、第２帯水層の水質は全く違い、下の第２帯水層に高い濃度の汚染があることから、

真上から来たのではないと、横から来たけれどもどちらの方向から来たかは、今のところ

そこまで申し上げるほどの確たる根拠を持ち合わせていないのが現状です。 

 

副議長 

 真上から来たのではないのは、もしかしたらその通りかもしれないけれども、真上にも

し汚染源があって真下に落ちていったとしても、いつの時期に起こったかによって、少し

考え方が違うと思います。というのは、水質を見ますと第１帯水層の汚染状態は、原因物

質が今も残った状態になっています。トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンの原因

物質が今も高い状態にあるが、ジクロロエチレンやクロロエチレンはあまりない。下の帯

水層では原因物質はほとんどなく、クロロエチレンまで分解が進んでいる。その濃度が高

い状態になることは、つまり下の帯水層の方が還元的で生分解が進む、そういう条件が揃

っていることを示しています。だから、同じものが来たのではないということよりも、い

つその場所に留まったかと少し思ったりします。だから現在も筒抜けになっているのだっ

たら、同じような組成であっても構わないですけれども、現在関係が絶たれた状態になっ

ているとしたら、過去には繋がっていた、上から真下に落ちていたことがあったとすれば、

下の方でこういう状態になっていても全然おかしくはないと思います。下の方がより還元

的な地下水環境にあったからということで説明できる。別に上から来たとは思っていませ

んけれども、それでどこから来たのか伺いました。もう一つ、こういう水質から推定され

るのは、Ｎｏ．５２－２の所、多分帯水層が落ち込んだ構造をしていると思う。想像です

が、ここの帯水層は浅い状態になって、あんまり変わっていませんけれども、地下水が停

滞しやすい条件が揃っているのではないかと少し思います。要するに、それは今言ったと
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おり、その水質がより還元的な状態にあることを示しているからそう思います。例えば帯

水層がある一定の厚みを持っているわけですけれども、周辺井戸にもＮｏ．５２－２井戸

の辺りの帯水層の底面が少し低い、窪んでいるようなことがひょっとしたらあるのかもし

れないと少し想像します。もしそうであれば、そこにある程度水が移動していった時に汚

染物質、特に比重の大きいＶＯＣが溜まる。地下水の流れが良くないため、汚染物質の生

分解が進むような環境になることを、ある程度説明できると思います。そのため、地質的

な情報はあんまり沢山ないので、なかなか難しいと思いますが、そういうことも考えて調

査をしていかれると良いと思います。 

 

建設技術研究所 

 ありがとうございます。副議長がおっしゃったような滞留性があることは、先ほどお示

ししましたコンター図でも、地下水位の等高線の間隔が開いており、２０ｃｍピッチで、

水位勾配はほとんどなく低角度なので、仮に地層がどういう形であろうが、水はあまり動

いてない、ゆっくりとしか動かないと考えています。地質構造は今、ボーリング数は少な

いんですが、少し濃い茶色になっている層が洪積礫質土層なっておりまして、これが非常

に薄く広く連続性を有していることは分かっています。例えばこのＥ－Ｅ’断面、南北断

面なんですが、図面の向かって左側が南側になります。ですから、砂礫層が北側から南側

に薄いですけれど、ゆっくりといいますか、非常に低角度で傾斜している。Ｂ－Ｂ’断面

は東西方向で、砂礫層はほぼほぼ水平という構造になっています。等高線の差がほとんど

ないので、この中をゆっくり動いている。しかし、どちらの方向に動いているかまで言い

切れるデータがないのが現状です。 

 

副議長 

 全体はそれで良いと思いますが、結局Ｎｏ．５２の所になぜ集まるかということだと思

います。目玉のある所に多分ほんの僅かですが、スランプなどがある可能性はあるのでは

ないかと思う。だから全体の構造はそれでもちろん構わないと思います。 

 

建設技術研究所 

 あと濃度の話で、先ほど副議長がおっしゃったように、第１帯水層のＮｏ．５２井戸は

青で示したグラフで、親物質であるテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンの濃度が

高く、１，２－ジクロロエチレンとクロロエチレンの濃度が低く、まだ分解が進んでいな

い、まだ親物質が残っている状態です。先ほど副議長から御指摘があったように、第２帯

水層のＮｏ．５２－２井戸では還元環境で停滞的な環境になりますと、どんどん分解が進

んでいくので最終的にクロロエチレンで止まってしまうので、第２帯水層の緑の所はもう

既にこのトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンがなく分解しきってしまって、今あ

るジクロロエチレンとクロロエチレンになっている。第２帯水層の濃度は移動によるもの
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なのか、分解によるものなのかは分からないですが、１，２－ジクロロエチレンの濃度が

こう下がる傾向にあるところで、クロロエチレンの濃度が上昇傾向にあるというところな

んですが、総モル数で見ると、こういう形で第２帯水層の方が総モル数が大きいですね。

ですから、明らかに両方の物質の数を数えても下の第２帯水層の方が濃度が濃いものがあ

るので、上は親物質があるけれども濃度が低い。そのため、多分上下ではなくて、横方向

でもっと他に濃度が高い所があるかもしれませんが、この濃度の違いが何を意味するのか

というところと、総モル数はやや減り傾向なんですね。第２帯水層は、トータルで見ると

少し濃度が過去に高い時期もありましたけれども、ややゆっくり上昇傾向にあるというと

ころから、いずれの層もおそらく横方向に動いていて、プリュームが動いているんだろう

と推定しています。根拠を問われると厳しいですが、今後のことを考えますとそういう推

定が成り立つと思います。 

 

Ｂ委員 

 全体的に地点数が少なく、工場で設置していただいた井戸の水位や濃度が分かっていな

いから、どういうふうに汚染が生じているのかまだよく分からないことが多くなかなか難

しいと思います。もし可能であれば、工場側のデータも提供いただけるのならいただいて、

判断をしていただきたい。水位と水質ですね、また、Ｎｏ．５２井戸のもう少し西、南の

辺りの調査地点が欲しいというのが、希望です。なかなか難しいとは思いますが、その辺

りの可能性はどうでしょうか。 

 

事務局（高木主幹） 

 今工場さんにも協力いただき、井戸を設置していただいたところです。今後は今ある井

戸で調査を進め、専門家会議にお示ししていきたいと思います。今後必要であれば新たな

井戸の設置についても検討していきたいとは思います。 

 

道澤次長 

 第２帯水層の調査については、今Ｂ委員がおっしゃるように地点があった方が良いと思

います。今後の話ですが、調査をするだけではなく、第２帯水層の汚染状況を把握して、

対策が必要かどうかも検討していかないといけないと思っています。市としては、まずは

水道水源への汚染到達の防止が第一の目的です。そこを踏まえ、市がどこまでどの範囲で

西側を浄化するのかをまず決めたうえで、更なる調査が必要かどうか検討いただかないと

いけないと思っています。市でまず、西側をどの程度対策まで踏み込んでやっていくのか

を判断し、必要があれば調査についてもやっていかないといけないと思っています。来年

度には市で判断をしたいと思っていますので、その時にはまた御報告させていただければ

と思っています。 
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議長  

 他はどうですか。ないようでしたら全体を通して何か言い残したところがあるようでし

たらお願いします。 

 

Ａ委員 

 第２帯水層が謎なので調査が出てこないと対策が進まないというのがありました。一方、

第１帯水層ではまだ親物質が残っていますが、汚染の状況が示されたコンター図で今回は

示されていません。ジクロロエチレンとクロロエチレンしか示されていないですよね。基

準の１０倍を超えてなくても端折らずに、親物質のテトラクロロエチレン、トリクロロエ

チレンもデータがあるところはきちんと示していただきたいと思います。 

 

建設技術研究所 

 はい、資料は今後掲載いたします。参考資料として、テトラクロロエチレン、トリクロ

ロエチレンの等高線図をスライドで御説明させていただきます。こちらはテトラクロロエ

チレンの第１帯水層の令和元年５月、１０月、１１月の状況となっており、東側では概ね

検出されていない状況です。このピンクで囲った地点が、小さくて申し訳ないのですけど

も、Ｙ４井戸の南側のＮｏ．２８井戸。ちょうどおおさか東線と東海道本線の交わる所で

相対的に高い傾向になっています。トリクロロエチレンは、こちらでお示ししています。

これは令和元年のトリクロロエチレンの濃度コンター図となっており、東海道本線の東側

では、工場様で設置されていますＹ１井戸で濃度が高い傾向にあるのと、西側では、第１

帯水層でも汚染が高かったＮｏ．５２井戸が相対的に濃度が高いような傾向となっていま

す。 

 

Ａ委員 

 はい、分かりました。 

 

議長 

 他はいかがですか。それでは、時間がまいりましたので、審議については以上とし、進

行を事務局にお返しします。 

 

事務局（信川課長） 

 ありがとうございました。南吹田地下水汚染の東側の対策につきましては、昨年度に１

号揚水井戸が稼働し、今年度、新たに２号及び３号揚水井戸を稼働することができました。

引き続き、周辺環境に影響がないことを確認しながら、浄化対策がより効果的なものとな

るよう、本日いただいた御意見を踏まえ、しっかりと対応してまいります。合せて、対策

の効果を市民に分かりやすくお示しする方法についても検討してまいります。また、今後
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は、西側への対応につきましても、適宜専門家会議を開催し、委員の皆様に御意見を伺い

ながら検討してまいりたいと思います。最後に、議長におかれましては、平成２６年度の

会議設置当初から、また、大阪大学を御退官後も引き続き、本会議の議長として進行を担

っていただくとともに、多くの貴重な御意見をいただきましたが、本日が最後の専門家会

議となります。一言御挨拶をお願いいたします。 

 

議長 

 今、御案内がありましたように、今回で退任させていただくことになりました。私は６

年くらい前に専門家会議に参加させていただきました。色々と勉強もさせていただいたと

思います。大学を辞めて３年経過したのですが、場所が関東に移り、打合せなど、吹田市

にも御迷惑をおかけした、また、地元の先生方にやっていただいた方がいいと思いました。

事業については、１～３号の揚水井戸を設置され、１つの区切りがついた。今日の報告で

は、井戸の効果はありそうだという感触が得られましたので、引き続き進めていただきた

い。そういった事情もあり、今回退任、バトンタッチさせていただきました。これまで先

生方には、色々御指導、御支援をいただきありがとうございました。こういった地下の中

の汚染は難しい問題と感じています。地道で時間がかかるのは当然ですけれども、地下水

汚染は市民に直結する話ですから、きちんとやっていく必要がある。やって当然だと思わ

れるとどうしようもないが、いかに色々考えてやっているか、市民の方に知ってもらうこ

とも重要だと思います。土木では橋梁を作ったり目立つことはありますが、このような生

活環境対策も重要なインフラ整備に関係すると思いますので、職員の皆さんは気概を持っ

てやっていただくとありがたいと思います。簡単ですけれども、これまでの御指導に感謝

するともに、今後、調査や事業が目的を達成できるよう願っていますので、引き続きよろ

しくお願いしたいと思います。 

 どうも長い間、ありがとうございました。 

 

事務局（信川課長） 

 議長、ありがとうございました。これまでいただいた御意見を踏まえ、南吹田地下水汚

染対策を着実に進めてまいりたいと思います。今後も取組状況を随時ホームページに掲載

いたしますので、御覧いただき見守っていただければ幸いです。 

これを持ちまして、本日の専門家会議を終了させていただきます。長時間にわたり、あ

りがとうございました。 

 

 


